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ＭＯＴＨ環境読本を
作りました！
異常気象の原因は温室効果ガスによる地球温暖異常気象の原因は温室効果ガスによる地球温暖
化と言われています。そこで、『山並み連携ゼロ化と言われています。そこで、『山並み連携ゼロ
カーボンシティ協議会』により環境読本を作りまカーボンシティ協議会』により環境読本を作りま
した。ゼロカーボンについて学び、私たちの未来した。ゼロカーボンについて学び、私たちの未来
の地球を守るため、一人ひとりできることを心がの地球を守るため、一人ひとりできることを心が
けましょう。けましょう。

問   農林環境課 農林環境課 ☎☎ 6565--08140814

ごみの分別にご協力を！
この時期は「可燃ごみ」の中に「衣類」や「粗大この時期は「可燃ごみ」の中に「衣類」や「粗大
ごみ（長さ 40㎝以上のもの）」、「プラスチック・ごみ（長さ 40㎝以上のもの）」、「プラスチック・
ビニール類」の混入が多く見られます。「ごみ・ビニール類」の混入が多く見られます。「ごみ・
資源分別カレンダー」をご確認いただき、分別の資源分別カレンダー」をご確認いただき、分別の
ルールを守った出し方にご協力をお願いします。ルールを守った出し方にご協力をお願いします。

問   農林環境課 環境担当 農林環境課 環境担当 ☎☎ 6565--08140814

お知らせ

ゴールデンウィーク期間中は
ごみの持込みをお控えください

対象日     4 月 28 日㈪から 5 月 9 日㈮まで4 月 28 日㈪から 5 月 9 日㈮まで

大型連休時の小川地区衛生組合へのごみの自大型連休時の小川地区衛生組合へのごみの自
己搬入は例年大変混雑し、長い待ち時間が発己搬入は例年大変混雑し、長い待ち時間が発
生しています。「処分を急がないごみ」「ごみ生しています。「処分を急がないごみ」「ごみ
ステーションへ出せるごみ」については、持ステーションへ出せるごみ」については、持
ち込みをなるべくお控えくださいち込みをなるべくお控えください。。

問   農林環境課 環境担当 農林環境課 環境担当 ☎☎ 6565--08140814

お知らせ

子育て応援きっぷを
ご利用ください
町では、「子育て応援きっぷ」を該当する家町では、「子育て応援きっぷ」を該当する家
庭に発券しています。医者にかかりたい時、庭に発券しています。医者にかかりたい時、
少しの間リフレッシュしたい時など、お子さ少しの間リフレッシュしたい時など、お子さ
んをお預かりする、ときがわ町オリジナルのんをお預かりする、ときがわ町オリジナルの
サービスです。３月下旬、利用対象者宛に切サービスです。３月下旬、利用対象者宛に切
符を発送します。切符が届かない等ございま符を発送します。切符が届かない等ございま
したらお問い合わせください。また、お子さしたらお問い合わせください。また、お子さ
んが町外幼稚園などに通園している家庭に切んが町外幼稚園などに通園している家庭に切
符が届いた場合は、福祉課に返却をお願いし符が届いた場合は、福祉課に返却をお願いし
ます。このほかにも、ファミリーサポートセます。このほかにも、ファミリーサポートセ
ンター事業や一時保育事業もございますのンター事業や一時保育事業もございますの
で、ご利用ください。詳しくは町ＨＰをご覧で、ご利用ください。詳しくは町ＨＰをご覧
ください。ください。

対象       町内在住の、生後 4 か月から就学前   町内在住の、生後 4 か月から就学前
までのお子さんを在宅で子育てされまでのお子さんを在宅で子育てされ
ている方（保育園・幼稚園等に通っている方（保育園・幼稚園等に通っ
ていないお子さんが対象）ていないお子さんが対象）

予約       【令和 7 年３月３１日まで】   【令和 7 年３月３１日まで】
役場福祉課 役場福祉課 ☎☎ 6565--08130813

　【令和 7 年 4 月 1 日より】　【令和 7 年 4 月 1 日より】
　　 たまがわ子育て支援センター（玉川　　 たまがわ子育て支援センター（玉川

保育園内） 保育園内） ☎☎ 6565--52015201
※子育て応援きっぷの利用予約が、※子育て応援きっぷの利用予約が、
令和 7 年 4 月よりネットでも可能と令和 7 年 4 月よりネットでも可能と
なりました。下記２次元コードよりなりました。下記２次元コードより
お申し込みいただけます。お申し込みいただけます。

問     福祉課 福祉課 ☎☎ 6565--08130813 １１ 地域振興（地域の環境美化、景観の保全・地域振興（地域の環境美化、景観の保全・
管理、にぎわい創出等）に関する事業管理、にぎわい創出等）に関する事業

２２ 商工振興（特産品の新規開発・生産等）に商工振興（特産品の新規開発・生産等）に
関する事業関する事業

３３ 観光振興（町の魅力発信、観光入込客の観光振興（町の魅力発信、観光入込客の
増加促進等）に関する事業増加促進等）に関する事業

  申請期限
　令和 7 年 5 月 30 日㈮　令和 7 年 5 月 30 日㈮
　※ 申請書類に不備があると受理できませんので、　※ 申請書類に不備があると受理できませんので、

事前相談をお願いします。事前相談をお願いします。

  補助対象事業者
　 対象となるのは、次に掲げる要件のいずれ　 対象となるのは、次に掲げる要件のいずれ

にも該当する事業者です。にも該当する事業者です。
　   設立から 3 年以内で、町内に拠点があり、設立から 3 年以内で、町内に拠点があり、

かつ町内で活動する団体であること。かつ町内で活動する団体であること。
　　     団体を組織する者（会員等）の人数が団体を組織する者（会員等）の人数が

５人以上、かつその６割以上が町内に５人以上、かつその６割以上が町内に
在住していること。在住していること。

　  　※ 同一年度に申請のあった複数団体において　  　※ 同一年度に申請のあった複数団体において
会員等となっている者は、いずれか１つの会員等となっている者は、いずれか１つの
団体でのみ会員等の人数に算入します。団体でのみ会員等の人数に算入します。

　　     組織の運営に関する規約等があり、代組織の運営に関する規約等があり、代
表者を有すること。表者を有すること。

  申請書類
　 申請書・団体等の会則・会員名簿・事業計　 申請書・団体等の会則・会員名簿・事業計

画・予算書等の提出が必要となります。画・予算書等の提出が必要となります。
　※ 申請書は、役場第二庁舎 1 階の商工観光課にあ　※ 申請書は、役場第二庁舎 1 階の商工観光課にあ

ります。事前相談の際にお渡しします。ります。事前相談の際にお渡しします。

   補助の対象となる経費
　令和 7 年度に実施される活動経費のうち、　令和 7 年度に実施される活動経費のうち、
　① 講師謝礼　① 講師謝礼
　②  消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱　②  消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱

水費、修繕料水費、修繕料
　③ 通信運搬費、広告料、手数料　③ 通信運搬費、広告料、手数料
　④ 使用料、賃借料　④ 使用料、賃借料
　⑤ 原材料費　⑤ 原材料費
　⑥ 備品購入費　⑥ 備品購入費

   その他事項
　〇  補助金交付決定団体数が多い場合は、補助金交付決定団体数が多い場合は、

補助金交付額が満額とならない場合が補助金交付額が満額とならない場合が
あります。あります。

　〇  補助金の目的外使用があった場合等、 補助金の目的外使用があった場合等、
町に補助金を返還していただく場合が町に補助金を返還していただく場合が
あります。あります。

　〇  過去にこの補助金の交付を受けた補助対 過去にこの補助金の交付を受けた補助対
象事業者が、交付後 10 年以上継続して象事業者が、交付後 10 年以上継続して
補助対象事業を実施している場合は、１補助対象事業を実施している場合は、１
回に限り補助を受けることができます。回に限り補助を受けることができます。

  補助対象事業

この事業は、新たに実施する魅力あるまちづ

くり活動を支援するため、予算の範囲内（令

和 7年度予算 100 万円）において 1団体年

間最大10万円の補助金を交付するものです。

まちづくり
活動支援事業
補助金のお知らせ

募集・手続 問   商工観光課 商工観光課 ☎☎ 6565--15841584
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